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食肉に対するガス噴霧包装の使用について 

 

 

 

標記につきまして、別紙のとおり川崎市保健所長宛て回答しましたので情報提供い

たします。 

なお、当該回答は照会のあった方法についてその使用を認めて差し支えないとする

ものであり、食肉を含む生鮮食品等に対する食品添加物の使用に関して、その食品の

特性、本質又は品質を変化させ、品質、鮮度等に関し消費者の判断を誤らせるおそれ

のあるものについては、引き続き、そのような使用がなされないよう食品関連事業者

等に御指導いただきますようよろしくお願いします。 

本件について、御不明点がある場合は当課乳肉安全係までお問い合わせください。 

 

 








